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公共工事における総合評価方式の実施を通じた効果

と改善策に関する考察
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近年、公共工事の総合評価方式は、飛躍的に適用が拡大 しており、平成19年度は国土

交通省のほぼすべての工事の発注を総合評価方式で実施するに至っている。

本稿では、国土交通省の公共工事における総合評価方式について、平成19年度上半期

までの実施状況を踏まえ、総合評価方式の効果を検証 し、一定の効果が見られることを確

認 した。また、総合評価方式をより適切に運用 していくための主な検討課題を整理 し、今

後の改善に向けて、総合評価方式のタイプ選定や課題設定、評価の考え方及び手続きの効

率化方策等について提案を行った。

【キー ワー ド】総合評価方式、公共工事、入札 ・契約制度

1.は じめ に

国土交通省 においては、競争参加者 に技術提案等

を求 め、 これ らと価格 を総合 的に考慮 して落札者 を

決定す る 「総合評価方式」 を平成11年 度 より試行 し

て きたが、平成17年4月 に施行 された 「公共工事 の

品質確保の促進 に関す る法律」(以 下 「品確法」 と

い う。)を 踏 まえ、総合評価 方式 のよ り一層の活用

促進 に努めている。特に、平成18年 度以降、簡易型

を中心に大幅に適用が拡大 し、平成19年 度 は国土交

通省 のほぼすべての工事 の発注 を総合評価方式 で実

施するに至っている。

本稿では、国土交通省の公 共工事 にお ける総合評

価方式について、平成19年 度上半期までの実施状況

を踏 まえ、総合評価方式 の効果 を分析す るとともに、

総合評価方式 をよ り適切 に運用 してい くための主な

検討課題 と改善に向けての考 え方について述べる。

2.総 合評価方式の実施方法と実施状況

(1)総 合評価方式の仕組み・方法

国における公共工事の調達は会計法に基づいて行

われてお り、従来 、予定価格 の制 限の範囲内で最低

の価格 をもって 申込みを した者 を契約の相手方 とす

るこ と(以 下 「最低価格 自動落札方式」 とい う。)

を原則 として きた。 しか しなが ら、厳 しい財政事情

の下、公共投資が減少す る中で、その受注をめ ぐる

競争が激化 し、著 しい低価格に よる入札が急増 した

ことによ り、工事中の事故や粗雑 工事の発生、下請

業者や労働者 への しわ寄せ等に よる公共工事の品質

低下が懸念 され るようにな り、平成17年 に品確法が

成立 ・施行 された。

品確法では、公 共工事 の品質は 「経済性に配慮 し

つつ価格以外の多様な要素 をも考慮 し、価格及 び品

質 が総合的 に優れた内容 の契約がな され ることによ

り、確保 されな ければな らない」 とし、公共工事の

品質確保 のた めの主要な取 り組み として総合評価方

式の適用を挙げている。

品確法 の施行 によ り、公共工事 においては、発注

者 が競争参加者 の技術的能力 の審査を適切 に行 うと

ともに、工事品質 の確保や 向上 に係 る技術提案等を

求めるよ うに努 め、価格 と品質が総合的に最 も優れ
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図-1総 合評価方式の概要

た者 を落札者 とす るこ とが原則 とな り、従来の最低

価格 自動落札方式 か ら大転換 が図 られ るこ ととなっ

た。

総合評価方式 は、入 札価格 が予定価格の制限の範

囲内 にあ るものの うち、技術提案等 に基づ く価格以

外の要素(品 質)と 価格 か ら算出 され る評価値 の最

も高い者 を落札者 とす る方式で ある。評価値 の算 出

方法 と しては、品質を点数化 し、入札価 格で除す る

「除算方式」 と、品質 と入札価格 を ともに点数化 し、

足 し合 わせ る 「加算方式」 に大 きく分類 され るが、

国土交通省 においては除算方式 を用い ることを原則

としてい る(図-1)。

(2)3タ イプ別の実施件数・適用率の推移

全国8つ の地 方整備 局(港 湾 空港 関係 は含 まな

い)に お ける総合評価方式の実施件数 を図-2に 示

す。

品確法施行後、国土交通省直轄 工事で発覚 した談

合事件等 を契機 に、国土交通省 は もとより政府全体

で一般競争入札の拡大が進 められ た。一般競争入札

の拡大は、調達手続きの透明性 ・競争性 の向上に寄

注1)平成16年度～19年 度(上半期)の8地方整備局(港湾空港関係を除く)における実施件数。
注2)適用率は随意契約を除く全発注工事件数に対する総合評価方式実施件数の割合。
注3)平成19年度は速報値。

図-2総 合評価方式の実施状況(国 土交通省)

与す る一方で、施 工能力の劣 る企業や不誠実な企業

が競争へ参加 しやす くなるデメ リッ トも指摘 され て

お り、一般競争入札の拡大にあわせて総合評価方式

の適用拡大が求め られ ることとなった。

その ような状況の中、平成17年9月 に策定 された

「公 共工事 にお け る総合 評価方 式活用 ガイ ドライ

ン」(以 下 「ガイ ドライ ン」 とい う。)に おいて、

規模 の小 さな工事に適用で きる簡易型が新たに導入

され、総合評価方式が簡易型 、標準型、高度 技術提

案型 の3タ イプに整理 され た(図-3)。 これ によ

り、平成17年 度下半期以降、総合評価方式の適用率

は大幅に増加 し、平成19年 度上半期 は約97%の 工事

(件 数ベー ス)で 適用 してい る(金 額ベ ー スで は

99%)。 また、 この うち概ね9割 を簡易型 が占めて

いる。

一方
、簡易型 と同様 にガイ ドライ ンによ り新たに

設 け られた高度技術提案型は、技術的 な工夫の余地

が大 きい工事において民間企業の優れた技術を活用

す ることに よ り工事 の価値 の向上 を 目指す ものであ

る。現状では、発 注者 と競争参加者の技術対話 を通

じて技術提案 の改 善を行 う手続 きや、技術提案 を も

とに予定価格 を作成す る手続きを伴い、契約までに

図-3工 事特性に応 じた総合評価方式の選択
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長期間 を要す る こと等か ら、活用が あま り進 んでい

ないのが実状である。平成19年 度 は、最終的に8地

方整備局で17件 実施 された。

なお、国土交通省では、平成20年 度、工事の落札

者 の決定に際 して、総合評価方式 を原則 とす るこ と

としている。

3.総 合評価方式の実施を通 じた効果に関する分析

と考察

(1)落 札者と加算点の設定との関係の分析

平成17年 度～19年 度上半期の 「簡易型」にお ける

落札者の内訳 と加算点の設定状況を図一4に 示す。

平成19年 度上半期を見る と、約5割 の案件におい

て技術評価点で最高得点 を獲得 した者が落札 してお

り、最高得点者 以外 の得点上位者 が落札 した場合 を

含 める と、約8割 のケー スで技術評価点 が上位 の者

が落札 した ことがわかる。 一方で、残 りの約2割 の

ケー スは技術評 価点が下位 の者が落札 したことにな

るが、年度 を追 うごとに徐 々に減少す る傾向が見 ら

れ る。 また、技術評価 点によって価格 を逆転 して落

札 した割合 は、平成17年 度は全体の10%で あったが、

平成19年 度上半期は全体の32%に 増加 した。平成

18年 度以降、各地方整備局において、順次、加算点

を拡 大 してきたこ とが主な要 因 とい える。 また、平

成18年12月 以降にダンピング対策 として導入 され

た特別重点調査、施工体制確認型総合評価(平 成19

年度上 半期 にお いて簡 易型 で約50%、 標 準型で約

90%の 工事で採用)等 によって、極端 な低価格 での

落札 は大 きく減少 してお り、 これ らも要因 として挙

げ られ る。

同様 に 「標準型」について見ても、平成19年 度上

半期 は、8割 強のケースで技術評価 点が上位の者 が

落札 し、技術評価点に よって価格 を逆転 したケース

が全体の43%と 増加 した(図-5)。

当然 なが ら、技術評価 点によ り価 格 を逆転 してい

るこ とのみを もって短絡的に総合評価方式の効果が

出てい るといえる ものではな く、様 々な角度 か ら効

果 を検証 してい くことが必要である。

(2)総 合評価方式の各タイプの趣旨の違いを踏まえた考

察の必要性

総合評価方式の効果 の検証 に当たっては、各 タイ

プの趣旨の違いを踏まえる必要がある。

図-4落 札者の内訳 と加算点の設定状況(簡 易型)

注1)主要4工種(一繊 土木、AS繊 難、 難繊上 部、PC繊

対象に 分析、

注2)予定繊内1會の 工業を繊く、

図-5落 札者の内訳と加算点の設定状況(標準型)

簡易型 は、適切で確実な施 工の確保 を期待す るも

ので あることか ら、(1)事故や粗雑工事の発 生率 が低

下 してい るか、(2)工事成績評定点の低い(例 えば65

点未満)工 事が少 ない傾 向があるか、(3)発注段階での

技術提案(施 工計画)等 の得点率が高い者が工事完

成時 の工事成績 も高 くなる傾向があるか、 とい う視

点か ら検証 を行 う。

一方
、標 準型及 び高度技術提案型 は、技術提案を

求め工事 の品質向上 を期待す るものであることか ら、

(1)求める技術提案課題 に応 じて技術提案 に よる社会

的便益の向上 が見 られ るか、(2)工事成績 が高い傾向

あるいは高い工事成績(例 えば75点 以上)の 工事が

多い傾向があ るか、(3)技術提案 時の得点率が高い者

が工事完成時の工事成績 も高 くなる傾 向が あるか等

の視点か ら検証 を行 う。

以下では、平成18年 度 に完成 した工事 を対象 に効

果の検証を行 う。18年 度完成 工事については価格競

争によるものと総合評価 によるものが概ね同数程度
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注1)関 東地方整備局におけるH18年 度完成工事を対象.

注2)主 要4工 事種別(一 般土木、AS舗 装、鋼橋 上部工、PC)を 対象。

注3)事 故発生率=延 べ事数発生件数/工 事件数。

図-6簡 易型における事故の発生率の低下

であるため、価格競争 と総合評価 を比較す るこ とに

よ り総合評価方式 の効果 を検証す る ことが可能であ

る と考えられる。

(3)簡 易型における効果(適 切で確実な施工の確保)

まず、事故 の発生率について価格競争 と簡易型総

合評価 を比較 してみ る と(図-6)、 工事規模(金

額)に よ らず価格競争 に比べて簡易型 にお ける事故

の発生率は低 い(価 格競争7.0%、 簡易型1.9%)傾

向が見 られ る。

また、図-7に 価格競争 と総合評価 の工事成績の

比較 を示す。価格競争 と簡易型では平均点 には差が

見 られないが、簡易型では価格競争 に比べて65点 未

注1)8地 方整備局にお けるH18年 度完成工事 を対 象。

注2)主 要4工 事種別(一 般 土木 、AS舗 装 、鋼橋上部工、PC)を 対象 。

注3)落 札価格が調査基準価格以上の工事を対象。

図-7工 事成績の比較

満の割合 は小 さい(価 格競争2.1%(2,074件 中44

件)、 簡易型1.4%(1,934件 中28件))傾 向が見 ら

れ る。 簡易型 が意 図す る 「適切 で確 実 な施 工 の確

保」 とい う観 点か ら効果が出ているといえる。

図-8に 発 注段 階での施工計画等 の得点率 と工事

成績 の関係 を示す。 発 注段階 での 「簡 易 な施 工計

画」 と 「企業の施工能力」の得点率が高いほど、工

事成績 が高 くな る傾 向が見 られる。言い換 えれば、

発 注段階での これ らの評価が高いほ ど、工事の結果

と しても優れてい る傾 向にあるといえ、これ らの評

価 項 目が技術力 に優れ た企業 を選定す る上 で有効で

あ り、総合評価 によりこれ らの評価項 目を活用 して

注1)8地 方整備局における絹8年 度完成工事を対象。

注2)主 要4工 事種別(一 般土木、AS舗 装、鋼橋上部工、PC)を対象。

図-8発 注段階での得点率と工事成績の関係(簡 易型)
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注1)H18年 度完成工事を対象。

注2)主 要4工 事種別(一 般土木、AS舗 装、鋼橋上部工 、PC)を 対象。
注3)低 減率等(%)は 、1-(履 行値÷標準業)の 絶対値として算出。

図-9標 準型における品質向上(社会的便益の向上)

落札者 を決定す ることが工事の品質確保上、重要で

ある といえる。一方、 「配置予定技術者 の能力」に

ついては工事成績 との相 関が見 られない。 これは、

「企 業の施工能力」の評価 においては、発注者が工

事成績 デー タベー スを用いて当該企業の過去数年間

の工事成績 の平均点 を評価 してい るの に対 し、 「配

置予定技術者 の能力」の評価 において は、競争参加

者か ら提出 され た一工事の工事成績(す なわち当該

技術者が過去数年 間で最 も点数が高かった工事を選

んで提出す ることが想定 され る。)を 評価 している

ため当該技術者 の評価 を必ず しも適切 に行 えていな

い と考 え られ る。今後 、技術者について も工事成績

データベースの構築が必要である。

(4)標 準型における効果(工 事の品質向上)

図-9は 標準型 において定量的な評価 が可能 な技

術提案を求めた工事 について、課題 ご との技術提案

の効果 を示 した もので ある。 この図よ り、大部分 の

工事 において発 注者が示す仕様(標 準案)を 上回る

技術提案が行われてお り、社会的便益 の向上が見 ら

れ る。 中には標準案 より75%以 上 も交通規制 日数や

施 工 目数 を短縮 で きた工事やSS値(浮 遊物質量)

を低減 できた工事 もある。

また、図-7に 示 した工事成績の比較 より、標準

型 総合評価 の方が価格競争 よ り平均点 が高い(1.0

点)傾 向が見 られ 、 さらに標 準型 では価格競争 に比

べて75点 以上の割合が大 きい(価 格競争48%、 標準

型62%)傾 向が見 られる。標準型が意図す る 「工事の

品質 向上」 とい う観点か ら効果が出てい るといえる。

図-10に 発注段階での技術提案 の得点率 と工事成

績 の 関係 を示 す。 簡易型 にお ける 「簡易 な施 工計

画」等 と同様に、発注段階での 「技術提案」の得点

注1)8地 方整備 局におけるH18年 度完成 工事を対象。

注2)主 要4工 事 種別(一 般 土木.AS舗 装 、鋼橋上部 工、PC)を 対象。

図-10発 注段階での得点率と工事成績の関係(標準型)

率が高いほど、工事成績が高くなる傾向が見られ、

技術提案を評価す ることが工事の品質向上に有効で

あるといえる。

図-11は 標準型総合評価で実施 した工事を対象に

落札者別の工事成績を比較 したものである。まず、

上の図は最低価格者が落札 した工事 と最低価格者以

外が落札 した工事 との比較であるが、最低価格者以

外の方が工事成績が高い傾向にある。また、下の図

注1)8地 方整備局におけるH18年 度完成工事を対象。

注2)主 要4工 事種別(一般土木、AS舗 装、鋼橋上部工、PC)を対象。

注3)予 定価格内1者 による落札工事は除く。
注4)高 価格者は予定価格内の平均入札価格以上の落札者、低価格

者は平均入札価格未満の落札者

図-11落 札者別の工事成績の比較(標 準型)
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よ り得点下位者 に比べ得 点上位者 の工事成績が高い

(0.7点)。 さらに、得点上位者 の中でも低価格者に

比べ高価格者の工事成績が高い(1.3点)傾 向にあり

優れた技術提案 に相応 した額 を入札 した者 は工事成

績 も高い ことが うかがえる。工事の品質向上を図る

ためには、今後、得点上位者が相応 の価格 で落札で

き る仕組み を構築 してい くことが重要 と考 え られ る、

(5)高 度技術提案型における効果

簡易型及 び標準型は、発 注者 があ らか じめ示す仕

様(標 準案)に 基づ き予定価格 を作成す るが、高度

技術提案型 は競争参加者 の技術提案 の うち、最 も技

術評価点が高い提案に基づき予定価格 を作成す るこ

とを基本 としてい る。 予定価格 には上限拘束性 があ

るた め、標 準型 では よ り効果 のある技術提案で もコ

ス トがかかる ものは提案 できないの に対 し、高度技

術提案型 では多少 コス トが高 くて も効果の大きい技

術提案を提 出す ることが可能で ある。 したがって、

発注者 の想定 を超 えるような民間の高度な固有技術

を活用 した技術提案 が期待 されてい るが、 これ まで

の事例においてはその ようなものは数少ない。

これまでには、平成17年 度に関東地方整備局で実

施 した 「国道1号 原宿 交差点立体工事」において、

ア ンダーパ ス部の施 工 日数 の短縮 を求め、標準的 な

施工 日数540日 に対 し、各社が独 自工法を提案 した

ことにより90日 間の短縮を可能とする提案が採用さ

れた例がある。

なお、高度技術提案型については18年 度までに完

成 した工事がないため、完成後、順次効果を検証 し

ていく必要がある。

(6)良 い循環の構築

国土交通省では2年 に1回 の頻度で競争参加資格

審査を行い、企業の格付を行っている。平成19・20

年度分の資格審査では総合評価における技術提案の

得点率を考慮することとしてお り、当該工事を落札

できなかった場合でも、資格審査における技術評価

点数に加点される仕組みとなっている。

総合評価において評価された企業の技術力が当該

工事の落札者の決定だけではなく、競争参加資格審

査にも反映され ることとな り、より技術力に優れた

企業の競争参加機会の拡大に寄与 していると考えら

れる。これ も総合評価方式導入の効果の一つといえ

る。

4.こ れまでの実施状況を踏まえての課題 と改善策

に関する考察

(1)総 合評価方式の運用にかかる課題の体系的整理

前述のとお り、飛躍的に総合評価方式の適用件数

表-1総 合評価方式の運用に係る課題
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が拡大 してきた。 これに よ り、総合評価方式 を適用

した工事にお いて、価格 と品質 に優 れた者 が選定 さ

れつつある一方 で、 これ まで適用の拡大に注力 して

きた こともあ り、工事特性 に応 じた タイプ選定や評

価項 目(課 題)の 設定、技術提案の評価等 が必ず し

も適切 にな されていない事例 も見受 け られ る。 また、

受発注者双方の手続きに係 る負担が大き く、手続 き

の効率化 も重要な課題 となってい る。受発注者 か ら

の意 見等 を踏 まえて運用 に係 る課題 を体系的に整理

した結果を表-1に 示す。

これ らの課題 に対 し、以下 に総合評価方式を より

適切 に運用 してい くための今後の改善に向けての考

え方について述べる。

(2)各 タイプの趣 旨と工事 の技術的難易度を踏まえたタ

イプ選定

総合評価 方式は、大別す ると、簡易型、標 準型、

高度技術提案型の3タ イプからなる(図-3)。

標準型及 び高度技術提案型が技術提案 を求めるこ

とによ り工事の品質向上(社 会的便益 の向上)を 期

待す るものであ るのに対 し、簡易型 は発注者 が示す

仕様(標 準案)に 基づ き適切 で確実 な施工を行 う能

力 を求 め、工事の品質確保 を図る ものである。 しか

しながら、簡易型 の適用の現状を見ると、簡易 な施

工計画に対す る評価 の優劣 を明確に しよ うとす るあ

ま り、仕様 の範 囲を超 えた工夫 を求 めた り、そのよ

うな施 工計画 を よ り優位 に評価す るケースが発注者

側に見 られ る。 また、競争参加者側において も、安

易に コス ト負担 を要す るハー ド対策 を提案 してい る

事例が見 られ る。簡易型 は、あ くまで も発 注者が示

す仕様 の範囲 内で必要 となる知見や配慮 を求めるべ

きであ り、品質 をよ り高める工夫を期待す る場合は、

簡易型ではなく標準型 を適用すべきである。

これ らは、工事規模(金 額)で 機械的 にタイプ を

選 定 している場合が あることも一因 として考 えられ

る。本来 、標準型 を適用すべ き技術 的課題 がある工

事 で も規模が小 さいために簡易型 を適用 した り、逆

に技術的課題がない にもかかわ らず規模 が大 きいだ

けで標準型 を適用 している例が見 られ る。

各 タイプの趣 旨の違 いを踏ま え、工事の技術的な

特性 に基づいて タイプ選定 を行 うことが重要である

こ とか ら、今 後は、従来か ら2年 に1回 の競争参加

資 格審査 等 に活用 してい る 「工事技術 的難 易度評

価」 を活用 し、 これに基づいて タイ プ選定 を行 うこ

とによ り、 よ り的確 なタイプ選定が促進 される もの

と考え られ る(図-12)。

(3)技 術力競争を促進する評価項目の設定

〔小項目の評価方法〕
以下の3ラ ンクの評価を行う。

A:特 に魏難な、または、特に高度な技術を要する「条件・状況」

B;困 難な、または、高度な技術を要する「条件・状況」

C:一 般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・状況」

※1高 度技術提案型は「公共工事における総合評価方式活用検討委員会報告～総合
評価方式適用の考え方～」のフローに基づき選定する。

※2技 術的難易度欝価の小項目にA又 はB評 価がある場合には技術的工夫の余地が
大きいと考えられることから、小項目にA評価があること、又は技術的に重要な小

項目にB評 価があることを目安に判断する。
※3課 題設定数と個々の課題の難易度(技 術的に重要な小項目にA評 価があることを

目安)を勘案して判断する。なお、B評価だけでも、工夫の余地が穴きく構造物の
耐久性・品質の向上を求めたい場舎等には標準型(I型)と することができる。

※4標 灘型(U型)は 、技術提案書の分量を必要最小限とすゐことにより技 術資料の提
出期間の短縮を図り、現行の簡易型の手続を踏襲する、なお、標準型(I型)は 現
行の標準型の手続を踏襲する。

図-12技 術的難易度評価に基づくタイプ選定
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注)主 要4工 種(一 般 土木 、AS舗 装 、鋼橋上 部、PC)を 対象に分析 。

図-13簡 易型における各評価項目の得点分布(平 成19年 度上半期)

簡易型 における各評価 項 目の得点分布 を落札者及

び非落札者別 に図-13に 示す。

図 中のプ ロッ トは、それ ぞれ の平均得点率を表す。

簡易 な施工計画 は、他の評価項 目と比べ て、落札者

と非落札者の平均得点率の差が大き く、落札者決定

に大きく寄与 している と考 えられる。

また、評価項 目ご との得 点分布 を見 る と、企業や

配置予定技術者 の過去 の工事成績 は、競争参加者間

で得点 がばらついてお り、評価結果 に差 が生 じやす

い傾向が見られ る。

一方
、競争参加 資格 の要件 と して審査 してい る企

業の同種 ・類似 工事 の施工実績や配置予 定技術者の

保有 資格等は、8割 程度の者が満 点を得 てお り、評

価結果 に有意な差が生 じに くい。総合評価 の評価項

目の配点 ウェイ トを小 さくす ることや 、競争参加資

格 要件 とし、総合評価 の評価項 目と しては活用 しな

い こと等が望ま しいと考 えられる。

また、表彰実績の有無、技術開発 の実績 の有無、

継続 教育(CPD)の 取組状況等は、同種 ・類似工

事の施工実績等 とは逆 に、0点 の者 が大部分を占め

てい る。 点数 を得 られ た者 は、他者 と比べて非常 に

優位 になるこ とが可能 なため、技術力競争を促進す

る上で有効な評価項 目と考え られ る。

(4)工 事特性を踏まえた適切な課題設定に向けての考え

方

標準型 にお ける技術提案の課題設定 の状況を図-

14に 示す。

橋梁や トンネル 等のコンク リー ト構造物 において

は、平成19年 度 は18年 度 に比べ、コンク リー トの

耐久性 向上に関す る課題設定が大幅 に増加 している。

これ は、当該工事の工種特性や現場特性 を踏まえて

本質的 な課題設 定に努 めた結果 と考 え られ る。 その

他には、環境対策、安全対策、 リサイ クル対策等 に

関す る課題 について定性的に評価す る事例が多い。

また、アス ファル ト舗装では平坦性や騒音の低減

値、交通規制 日数の短縮、鋼橋上部 工では交通規制

日数 の短縮等 について、定量的な評価 を行 う事例 も

見 られる。

仮 に発注者が設定する課題や評価 が ワンパ ター ン

化すれ ば、企業か らの技術提案 も形骸化 して しま う

恐れ もある。発注者は、当該工事の工事特性(構 造

物条件 、技術特性、 自然条件、社会特性 、マネ ジメ

ン ト特性等)と 、その技術的難易 度 を十分念頭 に置

き、 タイプ選定 をす る際に、あわせ て技術提案等の

課題設定を適切に行 うことが重要である。

また、タイプや課題に応 じた適切な評価がなされ
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注)採用率:総合評価方式の全適用工事に対する当該評価項目分類の採用工事の割合。

図-14標 準型における技術提案の課題設定

るよう評価基準を設定 し、優れた技術提案等を的確

に評価 してい くことが必要である。特に、技術的課

題がない場合に適用する簡易型については、発注者

が特定の課題を設定せずに、発注者が示す仕様(標

準案)に 基づき施工する上でどうい う点に配慮 して

工事を施工するかを求め、確実な施工に資するかと

い う観点から適切か否か(○ か×か)を 評価するこ

とが考えられる。

(5)技 術提案に係る条件明示(上限等)の徹底

標準型や高度技術提案型では、発注者の意図を明

確にし、競争参加者か らの的確な技術提案の提出を

促すため、入札説明書や設計図書において、評価方

法 ・評価基準、要求要件(最 低限の要求要件、技術

提案に係 る上限等)の 明示の徹底を図る必要がある。

特に、評価の上限を設定 しないことにより、技術

ダンピングや過度なコス ト負担を要する提案がなさ

れる懸念が生 じているため、発注者は技術提案に係

る評価の上限の明示を徹底する必要がある。定量的

な評価項 目の場合には技術提案の上限値、定性的な

評価項 目の場合には技術提案の項 目数や提案書の枚

数の上限等を示すことが考えられる。

また、発注者が示す仕様(標 準案)を もとに予定

価格を作成する標準型では、過度なコス ト負担を要

す る提案 がな され た場合において も、 よ り優位な評

価 とはしないよ うに留意す ることが重要である。

(6)除 算方式と加算方式の使い分けの考え方

総合評価方式の評価値 の代表的な算 出方法は、前

述 した よ うに 「除算方式」 と 「加算方式 」の2種 類

が ある。 国では これまで原則除算方式 を用いてお り、

一部 の 自治体 で は加 算方式 を採用 して い る(図-

15)。

図-15除 算方式と加算方式の概念整理 と算定式
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※1図 中の評価値は、応札率100%、 技術評価点が満点の場合の評価値を1として正規化した値

※2加 算方式における価格評価点と技術評価点の割合は50:50、

価格評価点=50×(1-入 札価格/予 定価格)とし、評価値=価 格評価点+技 衛評価点にて算出

※3除 算方式では標準点=100点 、加算点=50点 とし、評価値=(標 準点+加 算点)/入 札価格にて算出

図-16除 算方式と加算方式の比較

「除算方 式」 にお け る評価値 は、VFM(Value

for Money)の 考 え方 によるものであ り、価格 あた り

の工事品質を表す指標であ るといえ、技術提案に よ

り工事品質の よ り一層の向上を図る標準型及び高度

技術提案型への適用が考え られ る。一方、 「加算方

式」 にお ける評価値 は、価格のみ の競争では品質の

低 下が懸念 され る場合 に、施 工の確 実性 を実現す る

技術力 を評価 し加 味す る指標 である とい え、工事 品

質の確保 を図る簡易型への適用が考え られ る。

ただ し、除算方式 は、技術評価点 を入札価格 で除

す るため、入札価格が低いほ ど評価値 が累加的 に高

くな る特性 を有 してい る(図-16)。 これ は図中に

おいて、加算方式では応札率100%、 加算点満点の者

(A)の 方が応札率50%、 加算点0点 の者(B)よ

りも評価値が高 くな るのに対 し、除算方式 ではAよ

りも応札率が低いBの 方 が評価値 が高 くなる とい う

結果 か らもわか る。 したがって競争参加者 は品質向

上(技 術評価点の得点率向上)よ りも施 工コス トを

下げる応札 を行 う傾 向が強 くな る。 一方 、加算方式

は、技術 と価格 をそれ ぞれ独立 して評価す ることが

できる。 このた め、低価格入札が頻発 している状況

下で技術力 を適切 に評価す るには、加算方式の適用

がよ り効果的である と考 えられる。

国土交通省 では、平成19年 度に20件 の工事にお

いて加算方式を試行 した(表-2)。 価格点 と技術

表-2平 成19年 度 加算方式の試行状況

※落札者の価格:最 低・最高価格は予定価格超過者除き。「最低価格+1/2×(最 高価格-最 低価格)」以下を低位、超を高位として分類。

落札者の技術点:最高・最低得点は予定価格超過者除き。「最低点+1/2×(最 高点-最 低点)」以上を上位、未満を下位として分類。
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点の比率は1:0.5～1:3ま でと幅広い。20件 の工

事のうち、19件 で技術評価点が最も高い者が落札者

とな り、競争参加者の技術力競争を促進する効果、

低価格による落札を抑制する効果が現れたといえる。

一方で、図-4及 び図-5で 示 したように、除算

方式の場合には最高得点者が落札する割合は5～6

割であった。加算方式の場合は、価格点と技術点の

比率の設定によって結果が異なることになるが、こ

こまで技術評価点の評価を偏重 してよいか議論が必

要と考えられる。

これらの方式の使い分けについては、加算方式の

試行結果 とともに、各方式の概念、評価値算定式の

特性、競争参加者の応札行動やダンピング等の状況

を踏まえながら、引き続き検討 していく必要がある。

(7)手続きの効率化方策

一般競争入札の拡大による競争参加者の増加や総

合評価方式の適用拡大により、発注者側では技術審

査 ・評価等に係る事務量の増大が課題 となっている。

一方、受注者側からは、配置予定技術者の確保のた

めの手続き期間の短縮、高度技術提案型等における

技術提案の作成に係る負担軽減等の要望があり、手

続きの効率化が大きな課題である。

これ らを踏まえると、発注者が示す仕様(標 準

案)に 基づきあらかじめ予定価格を作成 しておく簡

易型や標準型 を適用する場合は、公告後に入札書

(価格 と技術提案等)と 競争参加資格確認資料を求

め、価格だけを先に開札 して予定価格以下の応札者

の競争参加資格を確認 した後に、技術提案等から技

術力の審査 ・評価を行い、総合評価により契約の相

手方を決定する 「事後審査型入札方式 」が有効であ

ると考えられる。これにより発注者は予定価格超過

者の技術提案等を評価する必要がなくな り、技術審

査 ・評価に係 る事務量の軽減、惹いては手続期間の

短縮が可能になると考えられる。

また、高度技術提案型や標準型を適用する場合は、

技術資料(同 種工事の実績等)や 簡易な技術提案に

基づき競争参加者を数者(例 えば3者 程度)に 絞り

込んだ 上 次審査)後 に、詳細な技術提案の提出を

求め、契約の相手方を決定(二 次審査)す る 「二段

階選抜方式」が発注者及び競争参加者双方の負担軽

減に寄与す ると考えられる。 この方式については、

競争参加者の技術提案の作成に係る負担が大きい設

計 ・施 工一括発注方式 を適用す る工事等に特に有効

と考 えられ る。 この場合、一次審査においては、設

計業務 におけるプ ロポーザル方式で提 出を求めてい

る数枚程度 の技術提案書 と同様の ものを求 め、審査

することが考 えられる。

(8)地 方公共団体での総合評価方式の導入促進

地方公共 団体 の うち、都道府県では総合評価方式

の導入 が進 んでいるが、市町村 においては導入が進

んでお らず、大きな課題 の一つである。平成19年 度

末までに、1件 で も総合評価方式 を導入 した市町村

は、全国で29%に 過 ぎない。

技術職員が少 な く発注体制 が十分に整備 されてい

ない市町村 では、発注者 体制 が整備 され るまでの間、

技術的な工夫 の余 地が小 さく規模が小 さな工事 につ

いては、施 工計画 を評価 しない代わ りに、工事成績

や過去の同種 工事 の施工実績等 が施工計画 を作成す

る能 力 を反 映す る指標 とみな して総 合評価 を行 う

「市区町村 向け簡易型(特 別簡易型)」 を活用す る

ことが有効である(図-3)。

なお、このよ うな考 え方に基づ き総合評価 を行 う

場合 は、技術 力評価 において工事成績が支配的 にな

るこ とが想 定 され るため、発注者 は適切 に工事成績

評定 を実施 す ることが重要であ る。 また、 あわせ て

配置予定技術者 の能力 について ヒア リングを実施す

ることが望ま しい と考え られ る。

また、技術職 員の少 ない市町村等 では、発注者 自

らが総合評価方式 の実施 を含 めたすべ ての発注関係

事務 を適切 に実施す ることが困難な場合 が想定 され

る。 このため、各地方整備局等で整備 され てきた発

注者支援制度等の一層の活用 ・充実が必要である。

あわせ て、建設業者の技術的能力の審査 を的確か

つ効率的に行 うため、各発注者が発注 した工事 内容

や工事成績 、技術者 に関す るデー タベースの相互活

用 を可能 に してい くことも必要である。

5.お わ りに

これ までの実施状況 を踏 まえて総合評価方式を導

入 した ことによる効果の検証 を行い、一定 の効果が

見 られ る ことを確認で きた。 なお、総合評価方式に

おいては最低価格者以外が落札者 となった場合 に、

技術提案等 の内容 が金額が高 くなった分に見合 った

もので あるか説 明 を求 め られ ることが多いが、技術
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提案等を貨幣価値換算することは一般的には容易で

ない。特に簡易型は施工の確実性を高めることを目

的としてお り、貨幣価値換算は実質的に不可能であ

る。 したがって、本稿では簡易型 と標準型について

はあくまで発注者が定めた予定価格の範囲内で、よ

りよいものを調達するための競争手段であると考え、

貨幣価値換算を考慮 していない。ただし、高度技術

提案型については競争参加者の技術提案に基づき予

定価格を作成するため、発注者が当初想定 していた

金額を予定価格が上回る可能性 もあることから、今

後、高度技術提案型の効果を検証するに当たっては

技術提案の価値を適切に評価する必要があると考え

られる。

また、今回、これまでの実施状況を踏まえて、総

合評価方式をより適切に運用 していくための主な検

討課題を整理 し、今後の改善に向けて、総合評価方

式のタイプ選定や課題設定、評価の考え方及び手続

きの効率化方策等について提案を行った。今後 も引

き続き総合評価方式の実施状況をフォローアップ し、

必要な改善及びより適切で効率的な運用に努めてい

く必要がある。

A Study of Effects and Measures for Improvement through the enforcement of the Overall

Evaluation Bidding Method with Technical Proposal in Public Works

By Tatsuya TSUTSUMI, Hiroki MIZOGUCHI, Junji MOURI

The number of construction that applies "Overall Evaluation Bidding Method with Technical Proposal" (OEBMTP)

has increased greatly in recent years. In 2007 fiscal year, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism applies

OEBMTP to almost all of its construction.

In this paper, we have analyzed the tender results of MLIT until the first half in 2007 fiscal year and have confirmed

that a certain effect was observed in constructions which OEBMTP was applied.

In addition, we extracted major problems for improving the implementation of the OEBMTP and proposed the

concept of selecting the appropriate method type, subject setting and the evaluation of technical proposals, and measures 

to increase the efficiency of the procedure, for future improvement of the OEBMTP.
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